
４．公共交通機関、歩行空間等のバ
リアフリー化の推進

（１）公共交通機関のバリアフリー化

ア 法令等に基づく公共交通機関のバリアフ
リー化の推進

① 「バリアフリー法」に基づく公共交通機
関のバリアフリー化の推進
公共交通機関のバリアフリー化について
は、平成１２年１１月に施行された「交通バリア
フリー法」に基づく取組が行われてきたが、
「バリアフリー法」においても、公共交通事
業者等に対して、鉄道駅等の旅客施設の新
設、大改良及び車両等の新規導入に際しての
移動等円滑化基準（「移動等円滑化のために
必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に
関する基準」（１８年国土交通省令第１１１号））
への適合を義務付けている。既設の旅客施
設・車両等についても移動等円滑化基準に適
合させるよう努めなければならないこととし
ている。

② 旅客施設に関するガイドラインの策定
平成１３年８月に策定された「公共交通機関
旅客施設の移動円滑化整備ガイドライン」に
ついて、「バリアフリー法」及び「公共交通
移動等円滑化基準」の施行を契機に必要な見
直しを行い、１９年７月に「公共交通機関の旅
客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライ
ン」を策定した。整備ガイドラインの対象施
設は、同法に定められた旅客施設（鉄軌道駅、
バスターミナル、旅客船ターミナル、航空旅
客ターミナル施設）とし、主な対象者は、高
齢者、障害のある人などの移動制約者を念頭
におきつつ、「どこでも、だれでも、自由に、
使いやすく」というユニバーサルデザインの
考え方に配慮することとしている。

③ 車両等に関するガイドライン等の整備
平成１３年３月に策定された「公共交通機関
の車両に関するモデルデザイン」について、
「バリアフリー法」及び「公共交通移動等円
滑化基準」の施行を契機に必要な見直しを行
い、１９年７月に「公共交通機関の車両等に関
する移動等円滑化整備ガイドライン」を策定
した。整備ガイドラインの対象は、同法に定
められた車両等（鉄軌道車両、バス車両、福
祉タクシー車両、航空機）とし、主な対象者
は、旅客施設のガイドラインと同様である。
平成１５年３月に「次世代普及型ノンステッ
プバスの標準仕様」を策定し、１６年１月に標
準仕様ノンステップバスの認定制度を創設し
た。
また、「バリアフリー法」が施行されたこ
とを受け、「旅客船バリアフリー～設計マ
ニュアル」の見直しを行い、平成１９年８月、
新たに「旅客船バリアフリーガイドライン」
を策定した。本ガイドラインは、障害のある
人等をはじめとした多様な利用者の多彩な
ニーズに応え、すべての利用者がより円滑に
旅客船を利用できるようなバリアフリー化の
指針として、その望ましい整備内容等を示し
ている。

イ 施設整備及び車両に対する支援体制の整
備

① 交通ターミナルにおけるエレベーター、
エスカレーター等の施設の整備に対する助
成及び融資
平成２３年度より、地域公共交通確保維持改
善事業において、鉄軌道駅等のバリアフリー
化に要する経費の一部補助を実施している。
また、地方公営企業の交通事業のうち、既
存の公営地下鉄のバリアフリー化に係る事業
に対する地方公共団体金融機構の融資制度が
設けられている。
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② 障害のある人にやさしい車両の整備につ
いての助成及び融資
ノンステップバス、リフト付きバス、福祉
タクシー、低床式路面電車（LRV）等の導
入に対して、地域公共交通確保維持改善事業
等において補助を行っており、平成１６年に標
準仕様ノンステップバスの認定制度を創設
し、補助を重点化して交付している。
障害のある人のための車両整備に対する低
利融資制度として、リフト付きバス・タク
シー、スロープ付きバス・タクシー及びノン
ステップバス等に対する日本政策金融公庫の
融資制度が設けられているとともに、地方公
営企業が行うバス事業及び路面電車事業にお
いても同様の融資制度が地方公共団体金融機
構において設けられている。また、低床式路
面電車（LRV）に対する固定資産税の特例
措置が講じられている。

③ 地域公共交通確保維持改善事業及び共有
建造における国内旅客船のバリアフリー化
の推進
平成２３年度より、地域公共交通確保維持改
善事業において、高度バリアフリー化船の建
造及び船舶のバリアフリー化のための改造に
要する経費の一部補助を実施している。
バリアフリーの高度化・多様化に資する船
舶（車いす対応トイレ、エレベーター等障害
のある人等の利便性及び安全性の向上に資す
る設備を有する船舶）を共有建造する場合に、
「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援
機構」の分担割合の上限を引き上げる措置が
講じられており、平成１８年度より、事業金利
の引き下げ措置が講じられている。

（２）歩行空間等のバリアフリー化

ア 福祉のまちづくりの推進
障害のある人が自立して生活し、積極的に
社会参加していく上で、まち全体を障害のあ

る人にとって利用しやすいものへと変えてい
くことの重要性が、近年、広く認識されるよ
うになっている。このため、幅の広い歩道の
整備や建築物の出入口の段差の解消、鉄道駅
舎のエレベーターの設置、音響信号機等の整
備等による障害のある人の円滑な移動の確
保、公園整備等による憩いと交流の場の確保
等、福祉の観点も踏まえた総合的なまちづく
りが各地で進められている。
国土交通省においては、「バリアフリー法」
に基づき、公共交通機関、建築物、道路等の
一体的・連続的なバリアフリー化を推進して
いる。
このほか、福祉のまちづくりへの取組を支
援するため、以下のような施策を実施してい
る。

① 公共交通機関の旅客施設等を中心とした
まちのバリアフリー化の推進
障害のある人が介助なしに外出し、公共交
通機関を利用できるようにするためには、歩
行者交通、自動車交通、公共交通が連携し、
一連の円滑な交通手段を確保することが必要
である。このため、駅等の交通結節点におい
て道路・街路事業等により駅前広場やペデス
トリアンデッキ、自由通路等を整備するとと
もに、エレベーター、エスカレーター等の歩
行支援施設の整備や沿道の建築物との直接接
続を行っている。
また、路面電車の新設・延伸の支援を目的
として、道路・街路事業により路面電車が走
行する路面等の整備を推進するとともに、駅
周辺における歩行空間の整備を推進してい
る。
さらに、障害のある人等に配慮した活動空
間の形成を図り、障害のある人等が積極的に
社会参加できるようにするために、快適かつ
安全な移動を確保するための動く道路、エレ
ベーター等の施設の整備や障害のある人等の
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利用に配慮した建築物の整備等を行う「バリ
アフリー環境整備促進事業」を実施している。

② 農山漁村における生活環境の整備
農林水産省においては、障害のある人に配
慮した生活環境の整備を図るため、「農山漁
村活性化プロジェクト支援交付金」により支
援している。
この交付金を活用して、農山漁村地域にお
いては、広幅員の歩道整備、農業施設のバリ
アフリー化の整備等が行われている。

③ 普及啓発活動の推進
最近における地方公共団体の動きとして
は、総合的なまちづくりを効果的に進めるた
めに、福祉のまちづくりに関する条例の制定
など制度面の整備が行われるとともに、事業
面においても、ユニバーサルデザインによる
まちづくり（すべての人にやさしいまちづく
り）が行われている。
総務省では、地方公共団体が行う高齢者、
障害のある人、児童等すべての人が自立して
いきいきと生活し、人と人との交流が深まる
共生型の地域社会の実現に向けた取組を支援
するため、ハード・ソフト両面から必要な地
方財政措置を講じている。ソフト事業とし
て、ユニバーサルデザインによるまちづくり
やNPO等の活動の活性化を推進する地方公
共団体の取組に要する経費に対して、普通交
付税措置を行うとともに、ハード事業とし
て、ユニバーサルデザインによるまちづく
り、地域の少子高齢化社会を支える保健福祉
施設整備、共生社会を支える市民活動支援の
ための施設整備等に対して、地域活性化事業
債等により財政措置を講じている。
また、国民一人ひとりが、高齢者や障害の
ある人の困難を自らの問題として認識し、そ
の社会参加に積極的に協力する「心のバリア
フリー」社会を実現するため、国土交通省で

は小・中学校の総合学習等とも連携しながら
バリアフリー教室を開催している。

イ 都市計画等による取組
都市計画における総合的な福祉のまちづく
りに関する取組としては、適切な土地利用や
公共施設の配置を行うとともに、障害のある
人に配慮した道路、公園等の都市施設の整
備、土地区画整理事業や市街地再開発事業な
どの面的な都市整備を着実に進めていること
が挙げられる。
中心市街地等における面的な都市整備に当
たっては、社会福祉施設の適正かつ計画的な
立地を進めている。
市町村が具体の都市計画の方針として策定
する「市町村の都市計画に関する基本的な方
針（市町村マスタープラン）」の中に、まち
づくりにおける高齢者や障害のある人等への
配慮を積極的に位置付け、都市計画に反映す
ることもできる。
全国の都市の再生を効率的に推進する観点
から、地域の創意工夫を生かした個性あふれ
るまちづくりを実施するため、都市再生整備
計画に基づく事業（都市再生整備計画事業）
に対して、社会資本整備総合交付金による支
援を行っている。本制度の活用により、全国
各地において、地域住民の生活の質の向上と
地域経済・社会の活性化に向けた取組が進め
られており、その一環として、バリアフリー
化等を通じて、安心・快適に過ごせるまちづ
くりが多くの市町村で実施されている。
市街地再開発事業等においては、再開発ビ
ルに一定の社会福祉施設等を導入するものを
「福祉空間形成型プロジェクト」と位置付け、
通常の助成対象に加え、共用通行部分整備
費、駐車場整備費等を助成対象とするととも
に、社会福祉施設等と一体的に整備する場合
の整備費に関する助成額の割増を実施してお
り、これにより、再開発ビルへの社会福祉施
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設等の円滑な導入を促している。
また、バリアフリー化等に先導的に対応し
た施設建築物を整備する場合に生じる付加的
経費について、別枠で補助を行っている。

ウ 歩行空間のバリアフリー化
移動はあらゆる生活活動に伴い発生する要
素であり、また、就労、余暇を支える要素で
ある。したがって、その障壁を取り除き、す
べての人が安全に安心して暮らせる道路交通
環境づくりを行うことが重要な課題となって
おり、信号機、歩道等の交通安全施設等の整
備を推進している。
平成５年１１月に、歩道等において車いす利
用者も安心して通行できるよう「道路構造令」
を改正し、歩道の最小幅員を拡大した。
平成１２年には「交通バリアフリー法」に基
づき、「重点整備地区における移動円滑化の
ために必要な道路の構造に関する基準」（１２
年建設省令第４０号）を制定、１３年４月には、
身体に障害のある人や高齢者等が安全に、安
心して通行できる歩行空間の確保のために、
歩道や自転車道のための空間を独立して位置
づける等を内容とする「道路構造令」の改正
を実施した。
さらに、平成１７年２月には重点整備地区以
外の歩道においてもバリアフリーの観点を踏
まえた整備を行うため、「歩道の一般的構造
に関する基準」（都市・地域整備局長、道路
局長通達）を改正した。
平成１８年１２月には、「バリアフリー法」の
制定を受け、従来の移動円滑化基準と比べて
歩道幅員、歩道の設置についての選択肢が広
がった「移動等円滑化のために必要な道路の
構造に関する基準を定める省令」（１８年国土
交通省令第１１６号）を制定した。
平成２０年１２月には、「バリアフリー法」に
基づき、移動等円滑化が特に必要な道路とし
て、駅、官公庁施設等を相互に連絡する道路

のうち、多数の高齢者、障害者等が通常徒歩
で移動する道路の区間を特定道路として国土
交通大臣が指定し、だれもが安心して通行で
きるよう、十分な幅員が確保された歩道等の
整備、歩道の段差・傾斜・勾配の改善、立体
横断施設へのエレベーター設置等を実施して
いる。整備に当たっては、「バリアフリー法」
を踏まえて、駅構内、病院など公共的施設の
バリアフリー化やノンステップバスの導入等
と連携して整備を行っている。
「バリアフリー法」の重点整備地区内の主
要な生活関連経路を構成する道路に設置され
ている信号機等については、平成３２年度まで
に、原則としてすべての当該道路においてバ
リアフリー化を実施することを目標として、
整備を推進している。
携帯端末等を用いた安全で快適な歩行を支
援するための情報提供を行う歩行者向けの
ITS（高度道路交通システム）を推進すると
ともに、PICS（歩行者等支援情報通信シス
テム）について、平成１５年度以降、視覚障害
のある人等の利用の多い信号交差点等を中心
に順次導入している。
冬期の安全で快適な歩行空間を確保するた
め、中心市街地や公共施設周辺等における除
雪の充実や消融雪施設の整備等の冬期バリア
フリー対策を実施している。

エ 路外駐車場のバリアフリー化
自宅から交通機関、まちなかまで連続した
バリアフリー環境の実現を目指し、高齢者、
身体に障害のある人等を含むすべての人々が
安全で快適な社会生活を送ることができるよ
う、路外駐車場のバリアフリー化を図ること
が必要である。
「バリアフリー法」に路外駐車場のバリア
フリー化が位置づけられ、同法の規定に基づ
き、「移動等円滑化のために必要な特定路外
駐車場の構造及び設備に関する基準を定める
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省令」（平成１８年国土交通省令第１１２号）を制
定し、バリアフリー化を推進している。（２２
年度末現在の特定路外駐車場のバリアフリー
化率：約４５％）
また、同法の規定に基づく基本方針におい
て、路外駐車場のバリアフリー化の目標を定
めており、引き続き、目標達成に向け、地方
公共団体及び関係団体等に対して周知・徹底
を図り、路外駐車場のバリアフリー化を一層
推進していくこととしている。

（３）移動支援

ア 福祉タクシー等の普及促進
障害のある人等の輸送をより便利にするた
め、地域公共交通確保維持改善事業（地域公
共交通バリア解消促進等事業）により福祉タ
クシー車両の導入等に対して支援を行うな
ど、福祉タクシーの普及促進を図っている。
また、バス事業者やタクシー事業者による
ことが困難であり、地域の関係者が必要であ
ると合意した場合にNPO等による福祉有償
運送を可能とする登録制度を創設し、平成１８
年１０月１日より施行された。今後、福祉タク
シーとNPO等による福祉有償運送がそれぞ
れ多様なニーズに応じた輸送を提供すること
により、障害のある人等の外出が促進される
ことが期待される。
平成２２年度末における福祉タクシーの導入
状況は、１２，２５６両となっている。
また、屋外での移動が困難な障害のある人
について、外出のための支援を行うことによ
り、地域における自立生活及び社会参加を促
すため、「障害者自立支援法」に基づく地域
生活支援事業において、各市町村が地域の特
性や利用者のニーズに応じて、個別支援型、
グループ支援型及び車両移送型など柔軟な形
態で、ガイドヘルパーの派遣などのサービス
を提供する「移動支援事業」を実施している。

イ 移動支援システムの研究開発
経済産業省では、障害のある人等が ITを
活用して社会・経済に積極的に参画できる環
境を整備するため、平成１５年度から「障害者
等 ITバリアフリープロジェクト」を実施し、
携帯端末を用いた移動支援システムの開発、
愛・地球博及び東京大学構内における実証・
評価試験を行い、規格原案のたたき台を作成
した。１９年度以降、前記の規格・標準化に向
けた検討が行われ、２２年度に「高齢者・障害
者配慮設計指針－移動支援のための電子的情
報提供機器の情報提供方法（JIST０９０１）」と
して規格化している。
また、携帯電話製造業者、電気通信関連団
体、障害者・高齢者関係団体、学識経験者か
ら構成される「情報通信アクセス協議会」の
ワーキンググループにおいて、障害のある人
や高齢者が携帯電話を購入する際に目安とす
ることができるチェックリストの策定を行っ
ている。

ウ 「オムニバスタウン構想」の推進
警察庁及び国土交通省では、バスの有する
社会的意義（マイカーに比べて人・まち・環
境にやさしい）が最大限に発揮されたまちづ
くりを目指す市町村及び関係者の取組を支援
する「オムニバスタウン構想」を推進してお
り、障害のある人等移動制約者に配慮したノ
ンステップバス、リフト付きバス等の導入の
促進やバス停の整備等バスの利便性向上を
図っている。平成２２年度末現在１４都市をオム
ニバスタウンに指定している。

エ 障害のある人に対する運賃・料金割引
鉄道、バス、タクシー、旅客船、航空等の
各公共交通機関では、身体障害者手帳の交付
を受けた身体に障害のある人・療育手帳の交
付を受けた知的障害のある人及び常時介護を
要するこれらの人の介護者に対して運賃・料
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金の割引を実施している。
有料道路では、身体障害者手帳の交付を受
けた身体に障害のある人が自ら運転する場合
や、身体に重度の障害のある人又は重度の知
的障害のある人の移動のために介護者が運転
する場合において、通行料金の割引を実施し
ている。
また、精神障害者保健福祉手帳について
は、平成１８年１０月１日より身体障害者手帳及
び療育手帳と同様に写真貼付を行うこととし
た。これにより、本人確認を容易にし、手帳
の信頼性を向上させ、各自治体における公共
施設の入場料や公共交通機関の運賃に対する
割引等の支援の協力を得やすくして、一層の
支援策が講じられるように促進を図ってい
る。さらに、発達障害者及び高次脳機能障害
者について、手帳の交付の対象であることを
明確化するため、平成２３年４月には、手帳の
診断書の様式及び判定基準を改正した。

オ 駐車禁止の除外指定
各都道府県公安委員会が認める一定の身体
障害のある人については、本人に対して駐車
禁止除外指定車標章を交付し、駐車禁止規制
の適用が除外されるよう措置しているところ
である。

カ ICTを活用した歩行者移動支援の推進
国土交通省では、ユニバーサル社会に向け
て、高齢者や障害者をはじめ、誰もが積極的
に活動できるバリアフリー環境の構築をソフ
ト施策の面から推進することを目的に、歩道
の段差等のバリア情報を含んだ歩行空間ネッ
トワークデータの整備促進や実証実験事業等
を行い、そこから得られた知見をもとに、地
方公共団体等が円滑に導入可能なガイドライ
ン案の検討を行った。
また、外部有識者を含めた勉強会を通じ
て、バリアフリー経路案内等にも活用できる

ICT（情報通信技術）による歩行者移動支援
の促進を行った。

（４）バリアフリー情報の提供

平成１９年６月に閣議決定した「観光立国推
進基本計画」においても観光旅行者の利便の
増進としてユニバーサルデザインの考え方に
基づく観光の促進等が定められている。観光
庁では、ユニバーサルデザインの考え方に基
づく観光を定着させるため、ユニバーサルデ
ザインに配慮した旅行商品・旅行システムの
あり方及び観光地のユニバーサルデザイン化
のための手引き集の策定やその普及・啓発、
高齢者や障害のある人等が参加しやすい旅行
商品を企画・造成する際のチェックシートの
作成を行ってきた。
平成２２年度には、これまでの普及・啓発活
動等を踏まえて、ユニバーサルデザインの考
え方に基づく観光について、全国における取
組内容の調査を行うとともに、今後の普及・
促進を考えるうえで必要な情報発信のあり方
や相互連携について検討した。
さらに、財団法人交通エコロジー・モビリ
ティ財団では、高齢者や身体に障害のある人
等の移動支援のため、インターネットによる
バリアフリー情報「らくらくおでかけネット」
を運用している。当該ネットでは、約６，２００
の駅・ターミナルのバリアフリー情報を提供
し、平成２３年１２月末時点で約９７７万件（１４年
１月の運用開始時からの累計）のアクセス数
となっている。

（５）公園、水辺空間等のバリアフ
リー化

ア 公園整備における配慮
都市公園は、良好な都市環境の形成、地震
災害時の避難地などの機能を有するととも
に、スポーツ、レクリエーション、文化活動
などを通じた憩いと交流の場であり、障害の
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ある人の健康増進、社会参加を進める上で重
要な役割を担っていることから、利便性及び
安全性の向上を図ることが必要である。
平成１８年１２月には、「バリアフリー法」に
基づき、同法施行令に定めるバリアフリー化
が必要な公園施設（特定公園施設）の新設、
増設又は改築を行う際の移動等円滑化の基準
（都市公園移動等円滑化基準）を制定した
（「移動等円滑化のために必要な特定公園施
設の設置に関する基準を定める省令」（１８年
国土交通省令第１１５号））。
都市公園のバリアフリー化については、障
害のある人を含むすべての人の利用に配慮し
た公園施設とするため、園路の幅の確保や段
差・勾配の改善、車いす使用者を始め、多く
の人にとって利用可能な駐車場やトイレの設
置など、公園施設のバリアフリー化を行って
きており、都市公園移動等円滑化基準の運用
等により、今後一層推進していくこととして
いる（平成２２年度末現在の公園施設のバリア
フリー率【園路及び広場：約４７％、駐車場：
約３９％、便所：約３２％】）。
また、平成２０年１月には、バリアフリー化
のための整備の具体的な指針として、「都市
公園の移動等円滑化整備ガイドライン」（２４
年３月改訂）を策定し、公園管理者へ通知し
たほか、社会資本整備総合交付金により、都
市公園のバリアフリー化を推進している。
全国の国営公園においては、身体等に障害
のある人や介添する人に対する入園料金を免
除することにより、野外活動の機会の増進や
経済的負担の軽減を図っているほか、国営昭
和記念公園等においては、障害のある人も楽
しく安全に遊ぶことができるバリアフリー化
した遊具等を設置している。
環境省では、国立公園等において、誰もが
自然とふれあい、その魅力を楽しめるよう、
利用拠点である集団施設地区等においてユニ
バーサルデザイン化を推進するためのガイド

ラインを策定し、ビジターセンターや園路、
公衆トイレ等の主要な公園利用施設のバリア
フリー化などを進めている。

イ 水辺空間の整備における配慮
河川、海岸等の水辺空間は、公園と同様
に、障害のある人にとって憩いと交流の場を
提供するための重要な要素となっている。こ
のため、河川環境整備事業等を通じて、障害
のある人等にも配慮した水と緑の空間の確保
を行い、堤防・護岸の緩傾斜化、堤防及び管
理用通路の設置などの自然空間と調和のとれ
た河川、海岸等の水辺空間づくりに取り組ん
でいる。

ウ 港湾緑地・マリーナ等における配慮
港湾緑地は、人々が港を訪れ、海に親しみ
ながら寛げる空間として、重要性が高まって
きており、誰もが快適に利用できるよう、計
画段階から周辺交通施設との円滑なアクセス
向上に配慮するとともに、施設面においても
スロープ、手すりの設置や段差の解消等のバ
リアフリー対応が図られるよう取り組んでい
る。また、マリーナ等については、障害のあ
る人でも気軽に安全に海洋性レクリエーショ
ンに参加できるよう、マリーナ等施設のバリ
アフリー化を推進している。

エ 森林・施設の整備における配慮
森林は、心身の癒しや健康づくりの場等と
して、幅広い国民に利用されている。森林の
利用のための施設の整備に当たっては、年齢
や障害の有無等にかかわらず多様な利用者に
対応するため、ユニバーサルデザイン手法の
普及を進めるとともに、地域自主戦略交付金
における共生保安林整備事業等において、ユ
ニバーサルデザインの考え方を踏まえた森
林・施設の整備を支援している。
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資料：国土交通省

１日当たりの平
均 利 用 者 数
５，０００人以上の
旅客施設数

平成２２年度末 １日当たりの平
均利用者数５，０００
人以上かつトイ
レを設置してい
る旅客施設数

平成２２年度末

段差の解消
視覚障害者
誘導用
ブロック

障害者用トイレ

鉄軌道駅 ２，８１３ ２，４０１（８５．４％） ２，７３６（９７．３％） ２，６９５ ２，２４５（８３．３％）

バスターミナル ３７ ３４（９１．９％） ３２（８６．５％） ２７ １５（５５．６％）

旅客船ターミナル ６ ６（１００．０％） ５（８３．３％） ５ ５（１００．０％）

航空旅客ターミナル ２０ １９（９５．０％） ２０（１００．０％） ２０ ２０（１００．０％）

■図表１―８５ 旅客施設のバリアフリー化の状況

注１：バリアフリー法に基づく移動等円滑化基準に適合するものの数字。なお、１日当たりの平均利
用者数が５，０００人以上であり高低差５ｍ以上の鉄軌道駅において、エレベーターが１基以上設
置されている駅の割合は８８．４％、エスカレーターが１基以上設置されている駅の割合は７４．３％
となっている。

注２：航空旅客ターミナルについてのエレベーター・エスカレーター等の設置は平成１３年３月までに
１００％達成済み。

資料：国土交通省

■図表１―８６ 旅客施設におけるバリアフリー化の推移（移動等円滑化実績等報告書による）
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（注）バリアフリー法に基づく鉄軌道車両に係る移動等円滑化基準（新基準）では以下の内容が追加となってい
る。

　　　追加内容：車両内の扉等に車両番号等を文字及び点字により表示すること。
資料：国土交通省

車両等の総数 平成２２年度末移動等円滑化
基準に適合している車両等

鉄軌道車両 ５２，８７１ ２６，１８０（４９．５％）

総数 ５９，１９５

バス 低床バス ２９，２１６（４９．４％）

うちノンステップバス １６，５３４（２７．９％）

旅客船 ７５３ １３６（１８．１％）

航空機 ４９９ ４０６（８１．４％）

■図表１―８７ 車両等におけるバリアフリー化の推移（移動等円滑化実績等報告書による）

■図表１―８８ 車両等のバリアフリー化の状況

（注）：「移動等円滑化基準に適合している車両等」は、各車両等に関する移動等円滑化基準への適合
をもって算定。

資料：国土交通省
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JR 旅客会社 大手民鉄 東京地下鉄・
公営地下鉄 合計

総駅数 ４，５８４ １，６３２ ６１４ ６，８３０

１日当たりの平均利用者数が５，０００人
以上、かつ高低差５ｍ以上の駅数 ７５７ ７７６ ５８８ ２，１２１

エレベーター （Ev）
を設置している駅数

全体 ９６７ ８６２ ５９１ ２４２０
うち５，０００人以上

かつ
５ｍ以上駅数

６８８ ７３６ ５６７ １，９９１

５，０００人以上
かつ

５ｍ以上駅に
対する割合（％）

９０．８％ ９４．８％ ９６．４％ ９３．９％

エスカレーター（Es）
を設置している駅数

全体 ６００ ５７６ ５６７ １，７４３
うち５，０００人以上

かつ
５ｍ以上駅数

５０１ ５２１ ５４５ １，５６７

５，０００人以上
かつ

５ｍ以上駅に
対する割合（％）

６６．２％ ６７．１％ ９２．７％ ７３．９％

■図表１―８９ 鉄道駅のエレベーター・エスカレーター整備状況（平成２２年度）

注１：新幹線が乗り入れている在来線の駅であって、在来線の駅を管理する事業者が新幹線の駅も管
理する場合、当該在来線の駅に新幹線の駅も含み全体で１駅として計上している。新幹線の駅
と在来線の駅を別々の事業者が管理する場合には、別駅として計上している。

注２：２以上の事業者の路線が乗り入れる駅であって、事業者間の乗換改札口が設けられておらず、
改札内で相互乗換えができる場合は、全ての事業者の駅を含めて全体で１駅として計上してい
る。この場合、代表して１事業者に当該駅を計上している。

資料：国土交通省

■図表１―９０ 特定道路のバリアフリー化状況
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